
手数料表について 

サービスの種類及び内容  手数料の額及び負担者  

求人受理後、求人者に求職者を紹介

するサービス  

【職業紹介サービス】  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

求人の充足に向けた求人者に対す

る専門的な相談・助言サービス  

【職業紹介の付加サービス】  

  

＊上記職業紹介サービスに加えて、より専門的

な相談・助言の付加サービスを行う場合  

  

成功報酬  

（期間の定めのない雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内 

定書や労働条件通知書等に記載されている額）の  

  １００ ％ 以下    

  

（期間の定めのある雇用契約の紹介の場合） 

当該求職者の就職後、雇用契約期間中（雇用期間 

が１年を超える場合は最大１年間分）に支払われ 

る賃金（内定書や労働条件通知書等に記載されて 

いる額）の  

  １００ ％ 以下  

 手数料負担者は 求人者 とします。  

  

成功報酬 

当該求職者の就職後１年間に支払われる賃金（内 

定書や労働条件通知書等に記載されている額）の  

  ２０  ％ 以下  

 手数料負担者は 求人者 とします。  

※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。 

 

（職種別手数料率例） 

薬剤師・看護師：理論年収の 30～35％ 

医療事務・登録販売者：理論年収の 20～25％ 

※上記手数料率は、平均的な例であり、地域性、緊急性、紹介難易度、及び需給

環境の変化等の事情により変動します。 
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